
高崎市斎場指定管理者募集要項 

 

 

１  名  称 高崎市斎場（以下「斎場」という。） 
２  所 在 地 高崎市寺尾町１０６４番地５７ 
３  建物概要 鉄筋コンクリート造２階建て 
４  施設概要 ※施設については下記概要のほか、別添詳細図を参照してください。 

①式場棟  式場１（約２００人収容）、式場２（約１００人収容）、 

式場３（約１０人収容）、式場ロビー、親族・司式者控室、 

通夜室、霊安室 

  ②火葬棟  火葬炉１２基、告別・収骨室、エントランスホール、お別れホール、 

迎え庭、事務室 

  ③待合棟  待合室１２室（各５０人収容）、キッズルーム、赤ちゃんルーム、 

ラウンジ、売店（約３８㎡） 

  ④駐車場等 おもいやり駐車場（６台）、第１駐車場（約１７０台）、 

第２駐車場（約２００台） 

    ⑤その他  花輪設置２基 
５  管理運営の概要 

管理運営の概要については、別添【参考資料】をご参照ください。 
６  指定管理者が行う管理の基準 

高崎市斎場条例（昭和５５年高崎市条例第１２号）の規定及び高崎市公の施設に係る指定管

理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年高崎市条例第１号）によるもののほか、使用時

間及び休館日に関する基準その他規則、高崎市斎場指定管理業務仕様書（以下「仕様書」とい

う。）及び高崎市斎場指定管理業務の管理に関する仮基本協定書（案）で定める管理の基準に

従って、斎場の管理を行っていただきます。 
７  指定管理者が行う業務 

（１）火葬業務 
（２）使用許可、その取消し、その他斎場の使用に関すること。 
（３）使用料の収納に関すること。 
（４）売店の運営に関すること。 
（５）斎場の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 
（６）その他斎場の管理運営に必要な業務 

   なお、具体的な業務内容及び履行方法については仕様書等によります。 
８ 指定管理者の収入等 

（１）指定管理料 

市から指定管理者に支払う管理費用（指定管理料）については、指定申請時に提案された

収支予算書で示された額を基本として、会計年度ごとに予算の範囲内で市と指定管理者とが



協議した上で年度協定を締結して支払うこととします。 

指定管理料の上限額は、次のとおりとします。（消費税及び地方消費税を含む。） 

年度 指定管理料（円） 

令和 ８年度 １６３，０００，０００ 

令和 ９年度 １６３，０００，０００ 

令和１０年度 １６３，０００，０００ 

令和１１年度 １６３，０００，０００ 

令和１２年度 １６３，０００，０００ 

（２）自主事業収入 

   施設の利用者が指定管理者の自主事業に参加するときに支払う料金など、自主事業により

生じる全ての収入は、指定管理者の収入となります。 

（３）管理口座 

本事業に係る収入及び支出については、本事業のために開設した口座で管理してください。 

なお、指定管理料、自主事業収入、その他雑入等の収入については、それぞれ混同するこ

とのないように管理をしてください。 

９  指定期間 

     令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

１０ 指定管理者の公募に関する事項 

（１）指定管理者選定の日程 

   令和７年 ７月 １日（火） 募集要項等の配布開始、参加表明書の受付開始 

   令和７年 ７月１０日（木） 募集要項等の配布終了 

令和７年 ７月１８日（金） 参加表明書の受付終了 

   令和７年 ７月２７日（日） 現地説明会の開催 

                 ＊ 現地での説明会を要しないと認められる場合又は天災 

その他の事情により開催に支障がある場合は、現地説明 

会を別途行う募集要項等の説明会に代えることがありま 

す。 

   令和７年 ８月 ５日（火） 募集要項等に関する質問書の受付締め切り 

   令和７年 ８月１２日（火） 募集要項等に関する質問に対する回答 

令和７年 ８月２２日（金） 申請書類の受付開始 

   令和７年 ８月２９日（金） 申請書類の受付締め切り 

令和７年 ９月       審査 

＊ 書類審査及びプレゼンテーション審査により選定しま

す。プレゼンテーション審査の対象者には別途連絡しま

す。 

令和７年１０月       指定管理者の候補者（優先交渉権者・次点交渉権者）の選 

定、通知 

   令和７年１１月       仮基本協定の締結 



   令和７年１２月       市議会の議決後、指定管理者の指定 

   令和８年 ４月 １日（水） 指定管理者による施設管理運営の開始 

（２）募集要項等の配布 

   募集要項、仕様書等指定管理者の募集に係る資料を配布します。 

ア 配布期間 

    令和７年７月１日（火）から令和７年７月１０日（木）まで 

    ただし、土曜日、日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）第３条に規定する休日をいう。以下同じ。）を除きます。 

  イ 配布する時間 

    午前９時から午後５時まで 

ただし、正午から午後１時までを除きます。 

    なお、高崎市ホームページでは、配布期間内の終日ダウンロードができますが、配布最

終日は午後５時をもって掲載を終了します。 

（３）参加表明書の受付 

   公募に参加を予定している企業等は、別添参加表明書に必要事項を記入して、持参により

一部提出してください。 

  ア 参加表明書を提出できる者 

申請資格を有するもの（申請日において申請資格を有することが確実に見込まれるもの

を含む。）で、申請を予定するもの 

イ 受付期間 

    令和７年７月１日（火）から令和７年７月１８日（金）まで 

    ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。 

  ウ 受付時間 

    午前９時から午後５時まで 

ただし、正午から午後１時までを除きます。 

（４）現地説明会の開催 

参加表明者（参加表明書を提出した企業等）を対象として、本施設の視察及び募集要項等

の説明会を開催します。参加人数は、１団体につき２名までとし、参加団体名と参加者の氏

名をあらかじめ連絡してください。 

   現地説明会（現地説明会に代えて募集要項等の説明会を開催したときは募集要項等の説明

会）の参加を申請の要件としますので、必ず参加してください。 

  ア 開催日時 

令和７年７月２７日（日）午前１０時から２時間程度（予定） 

  イ 開催場所 

    説明会会場 ：高崎市斎場内（案内は別途通知します） 

    現地視察場所：高崎市斎場 高崎市寺尾町１０６４番地５７ 
＊ 現地説明会に代えて募集要項等の説明会を開催する場合は、開催日時、会場等を別途お知ら

せします。 

（５）募集要項等に関する質問の受付及び回答 



   参加表明者を対象として、募集要項等の内容に関して質問を受け付けます。 

ア 質問方法 

別添質問書に質問の要旨を簡潔にまとめて、電子メール等で提出してください。 

  イ 提出の期限 

    令和７年８月５日（火）午後５時 

ウ 回答方法 

    令和７年８月１２日（火）に、全ての参加表明者に文書で回答します。 

    回答の内容は、募集要項、仕様書と一体のものとしての効力を有するものとします。 

（６）申請書類の受付 

ア 受付期間 

    令和７年８月２２日（金）から令和７年８月２９日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。 

イ 受付時間 

    午前９時から午後５時まで 

ただし、正午から午後１時までを除きます。 

ウ 提出方法 

    持参又は郵送（書留）により提出してください。ただし、郵送による場合は締切日必着

とします。 

エ 提出媒体・部数 

紙媒体：正本１部、副本１部 

記憶媒体：ＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ-Ｒ（いずれもＲＷ不可）１枚 

＊ 紙媒体と記憶媒体の資料は同一のものとし、記憶媒体の資料はＰＤＦ形式とした上

で、原則１つのファイルにまとめてください。なお、提出された各媒体は返却しま

せん。 

オ 申請に関する費用 

    申請に関する費用は、申請者の負担とします。 

１１ 申請要件に関する事項 

（１）申請の資格（グループで申請する場合、事業協同組合若しくは事業協同小組合が申請する

場合及び有限責任事業組合が申請する場合を除く。） 

   次に掲げる項目の全てを満たす法人又は団体とします。法人格は必ずしも必要としません

が、個人は申請することはできません。 

ア 当該施設の指定管理者指定の参加表明書を提出した日現在、高崎市内に本社・本店（法

人格を有しない場合は本社・本店機能を有する事業所等）を有する者  

イ 指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営できる者 

ウ 市が当該施設の指定管理者の募集に当たって開催した現地説明会（現地説明会に代えて

募集要項等の説明会を開催したときは募集要項等の説明会）に参加した者 

エ 次のいずれの事項にも該当しない者 

（ア）本市又は他の地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている者 

（イ）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定の



取消しを受けてから５年を経過していない者 

（ウ）指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情によ

り、指定管理者の候補者の取消しを受けてから５年を経過していない者 

  （エ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の決定がなされた者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の決定がなされた

者 

（オ）団体又は団体の代表者若しくは団体の構成員が指定暴力団、指定暴力団の構成員又は

指定暴力団の利益となる活動を行う者 

（カ）市税、県税及び国税について滞納がある法人（法人格がない場合は代表者） 

（２）グループで申請する場合の要件 

法人又は団体で構成されるグループが申請する場合の要件等は、次のとおりです。グルー

プの構成員に法人格は必ずしも必要としませんが、個人が構成員になることはできません。 

ア グループで申請する場合には必ず代表団体を定め、申請手続き及び基本協定書等の締結

その他諸手続きについては、代表団体がグループを代表して行ってください。 

イ 代表団体以外の団体は、本事業の一部を担う構成団体となり、代表団体とともに連帯し

て責任を負います。 

ウ 代表団体及び各構成団体は、本事業において担当する業務又は本事業での役割を明らか

にしてください。 

エ 代表団体及び各構成団体の変更は原則として認めません。 

オ 代表企業及びグループの構成企業は、当該施設の指定管理者指定の参加表明書を提出し

た日現在、高崎市内に本社又は本店（法人格を有しない場合は本社・本店機能を有する事

業所等）を有する者とします。 

カ 代表団体及び構成団体は、同一の公の施設の指定管理者の指定申請において、２以上の

グループの構成員となること及び単独で申請することはできません。 

キ グループが前号イ及びウに該当する必要があります。ただし、同号ウについては、グル

ープを一の団体として規定を適用します。 

ク グループの全ての構成員が、前号エ（ア）から（カ）までのいずれにも該当しない者で

ある必要があります。 

（３）事業協同組合又は事業協同小組合の申請要件等 

中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合又は事業協同

小組合（以下「事業協同組合等」とします。）が申請する場合の要件等は、次のとおりです。 

  ア 事業協同組合等の全ての組合員は、当該施設の指定管理者の参加表明書を提出した日現

在、高崎市内に本社・本店（法人格を有しない場合は本社・本店機能を有する事業所等）

を有する者とします。 

イ 組合員は、同一の公の施設の指定管理者の指定申請において、事業協同組合等と重複し

て申請することはできません。 

  ウ 事業協同組合等が第１号イ及びウに該当する必要があります。ただし、同号ウについて

は、事業協同組合等を一の団体として規定を適用します。 

エ 事業協同組合等の全ての組合員が、第１号エ（ア）から（カ）までのいずれにも該当し



ない者である必要があります。 

（４）有限責任事業組合の申請要件等 

有限責任事業組合契約に関する法律（平成１７年法律第４０号）に基づく有限責任事業組

合が申請する場合の要件等については、前号の規定を準用します。 

（５）欠格事項 

次の事項に該当する者は、申請資格を失うものとします。また、指定管理者の候補者に選

定した後に判明した場合には、資格を取り消す場合があります。 

ア 申請者又はその関係者等が、指定管理者の選定に関して、市又は選定委員会委員に対し

不当な働きかけ等を行った場合 

  イ 申請書類等に虚偽の内容があった場合 

  ウ 申請書類の提出の期限までに、提出に必要な書類が整わなかった場合 

１２ 申請関係書類 

（１）指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書（高崎市公の施設に係る

指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年高崎市規則第６１号）様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて、受付期間内に市長に提出してください。なお、グループ、

事業協同組合等又は有限責任事業組合が申請する場合は、当該グループ、事業協同組合等又

は有限責任事業組合に係るものを提出するとともに、グループで申請する場合には全ての構

成員に係るものを、事業協同組合等が申請する場合には本事業に当たる全ての組合員に係る

ものを、有限責任事業組合が申請する場合には全ての組合員に係るものを提出してください

（ア及びイに掲げる書類は、各書類の様式に指示がある場合に限ります。）。           

ア 団体等の概要及び宣誓書 

イ 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営に関する各

年度の事業計画書及び収支予算書 

ウ 当該団体の定款若しくは寄附行為又は有限責任事業組合契約書の写し及び登記事項証明

書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する会則等の書類） 

エ 当該団体の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処

分に関する書類及び財産目録（法人以外の団体はこれらに類する書類） 

オ 就業規則（法人以外の団体はこれに類する書類） 

カ 納税証明書（市税、県税及び国税について未納税額のないことの証明、法人以外の団体

はその代表者のもの） 

キ 身分証明書（法人は代表取締役、法人以外の団体はその代表者のもの） 

ク 労働保険料納付済証明書（労働者を使用する法人の場合のみ） 

ケ ＩＳＯ１４００１を取得している者は登録証の写し 

※ 証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内のものとしてください。 

（２）申請書類の取扱い 

ア 市が提供する資料は、申請に関する検討以外の目的で使用することを禁じます。 

また、検討の目的の範囲内と認められる場合であっても、市の了承を得ることなく第三

者に対して、当該資料を使用させることや内容を提示することを禁じます。 

    ただし、以下の情報についてはその対象とはしません。 



（ア）公知となっている情報 

（イ）第三者により、本業務に関し合法的に入手できる情報 

イ 提出された申請書類は、高崎市の行政文書として取扱います。 

市民等から情報公開請求があった場合には、高崎市情報公開条例（平成１４年高崎市条

例第４２号）に基づき処理します。 

   （行政文書は、同条例第７条各号に定める非公開情報を除き原則として公開します。） 

１３ 選定に関する事項 

（１）選定方法 

書類による審査を行うほか、書類審査を通過した者を対象にプレゼンテーション審査を開

催して、総合的に評価し、指定管理者の候補者（優先交渉権者及び次点交渉権者）を決定し

ます。 

プレゼンテーションの日時及び会場については、対象者に別途通知します。 

（２）選定の基準 

高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年高崎市条例第

１号。以下「手続条例」とします。）第４条に定める基準に基づき、次の観点から事業計画書

及び収支予算書等の内容を審査します。 

ア 市民の平等な利用に対する配慮が適切であること。 

イ サービス向上、利用促進等の施設の効用を最大限に発揮することが期待できる工夫に優

れていること。 

ウ 安全管理、危機管理対策等の施設の維持管理計画が適切であること。 

エ 管理に係る経費の縮減が図られること。 

オ 安定した管理を行う能力を有する者であること。 

カ その他施設の設置目的又は性格等により必要と認められる基準 

（３）審査結果の通知及び公表 

   市は、指定管理者の候補者（優先交渉権者及び次点交渉権者）を選定したときは、審査結

果を全ての申請者に文書で通知します。 

   また、審査結果を高崎市のホームページに掲載して公表します。 

１４ 管理業務に関する協議及び仮協定の締結 

（１）市と優先交渉権者は、指定管理者の募集の際に市が示した仕様書及び協定書（案）、申請者

が提出した申請書類の内容を基本として、管理業務の詳細に関する協議を行います。 

（２）市と優先交渉権者の協議が不調となった場合又は優先交渉権者に公の施設の管理業務を行

わせることが適当でない事情が判明した場合等、優先交渉権者を指定管理者に指定すること

が不適当となったときには、市は優先交渉権者との協議を終了し、次点交渉権者と管理業務

の詳細に関する協議を行うこととします。 

（３）上記の協議が成立したときは、市と指定管理者の候補者との間で仮基本協定を締結します。

仮基本協定書は、高崎市議会の議決を経て候補者を指定管理者に指定したときは、手続条例

第８条に規定する協定書とするものとします。 

１５ 指定管理者の指定 

市は、市議会の議決を経て指定管理者を指定します。 



指定を行った際は、市と指定管理者の間で次のとおり協定を締結します。 

（１）基本協定 

指定期間を通じて協定するもので、管理の内容及び基準等について取り決めます。 

なお、１４（３）に規定する仮基本協定が市議会の議決により自動的に基本協定に移行す

るため、改めての協定締結は不要となります。 

（２）年度協定 

   年度ごとに協定するもので、指定管理料の額及び支払方法等について取り決めます。 

１６ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関して 

（１）インボイス制度への対応 

施設利用者から適格請求書（インボイス）の交付を求められた場合、市又は指定管理者は

インボイスを交付する必要があります。指定管理者がインボイスを交付する場合、「代理交付

（指定管理者が市に代わり市の名称等を記載したインボイスを交付）」や「媒介者交付特例（指

定管理者が市に代わり指定管理者の名称等を記載したインボイスを交付）」といった方法があ

り、「媒介者交付特例」によりインボイスを交付する場合、指定管理者も適格請求書発行事業

者となる必要があり、インボイスの写し等の保存も必要となります。 

インボイスの交付方法などの詳細は、市と指定管理者で協議の上、決定します。 

（２）その他 

インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページを確認してください。 

１７ 担当部署（募集要項等配布、各種問い合せ、申請書類受付等） 
〒３７０－８５０１ 高崎市高松町３５番地１ 

   高崎市市民部市民課庶務担当（市役所１階） 
   電話：０２７－３２１－１３０７（直通） 
   FAX：０２７－３２０－１１４５ 

メールアドレス：shimin@city.takasaki.gunma.jp 
  

mailto:shimin@city.takasaki.gunma.jp


【参考資料】 
管 理 運 営 の 概 要 

 

（１）土 地  

 ①建設場所 ：寺尾町１０６４番５７ 

 ②敷地面積 ：４０,１１１.４３㎡ 

 ③用途地域 ：指定なし（市街化調整区域） 

 ④防火地域 ：指定なし 

 

（２）建 物 

 ①規 模  ：地上２階建て 

 ②構 造  ：鉄筋コンクリート造 

 ③建築面積 ：７,７５９.４８㎡（建ぺい率：１９.３４％） 

 ④延床面積 ：７,４００.９９㎡（容 積 率：１８.１６％） 

 ⑤建物高さ ：１１.３２ｍ（火葬棟機械室） 

 ⑥屋 根  ：アスファルト防水押えコンクリート、ウレタン塗膜防水 

 ⑦外 壁  ：磁器質ボーダータイル 弾力性接着剤張り 

 

（３）対象施設 

①式場棟（約２,２４２㎡） 

・式 場  ：式場１（約２００人）、式場２（約１００人）、式場３（約１０人）とし、式場

１・式場２は、間仕切りを移動し、約３００人規模の式にも対応可能としている。 

・式場ロビー：式場１・式場２ロビーを明確に区分し、プライバシーに配慮している。 

・親族控室、司式者控室：式場１・式場２の近くにそれぞれ配置している。 

・通夜室  ：式場１・式場２それぞれに配置することにより、通夜時の訪問客にも対応でき、

簡易の宿泊や入浴を可能としている。 

・霊安室  ：４遺体を受け入れ、簡易な拝顔等が可能なスペースとしている。 

   

②火葬棟（約３,１４５㎡） 

・告別・収骨室：火葬炉２基ごとに１室を設置し、最後のお別れを各葬家が個別にできるよう

に配置している。６室。 

・お別れ室  ：告別収骨室が使用されている時の予備室として、また会葬者が非常に多い時

に使用可能としている。３室。 

・エントランスホール：入り口、通路を２つとすることで受け入れがスムーズになり、会葬者

同士のプライバシーにも配慮したスペースとしている。 

・お別れホール：ホール内にスモークガラスの隔て板とベンチを配置している。 

 ・迎え庭   ：車を降りてから通る庭園で会葬者の気持ちを和らげられる空間として配置し

ている。 

 



③待合棟（約１,９８９㎡） 

・待合室  ：プライバシーを保ち、それぞれに給湯室を配置し、飲食等をしながら待ち時

間を過ごすことが可能。１２室。 

・キッズルーム、赤ちゃんルーム、ラウンジ：会葬者が落ち着いて待ち時間を過ごすことが 

可能。 

 

④その他 

・車寄せ  ：大きな庇を設け、雨天時等でも明るく、棺を濡らさず受入が可能。 

・駐車場  ：おもいやり駐車場（６台）、第１駐車場（約１７０台）、第２駐車場（約２００

台） 

・サイン  ：電光表示、突出し看板、ピクトサインを使用し、わかりやすいサインとして

いる。 

・供養塚  ：旧斎場の灰塚を移設し、休場日でもお参りできる配置としている。 

 

（４）設備概要 

 ①電気設備 

・受変電設備：屋内キュービクル（２階電気室） 

・非常用電源：屋外非常用発電機 ２基 （一般用、火葬炉用） 

・電灯設備 ：ＬＥＤ照明 

・弱電設備 ：電話設備、情報通信設備、式場ＡＶ設備、テレビ共同受信設備、拡声設備、イ

ンターカム設備 等 

・防犯設備 ：監視カメラ設備 等 

・防災設備 ：雷保護設備、自動火災報知設備、非常放送設備、非常照明、誘導灯 等 

・その他  ：太陽光発電設備 ４５kW 

 

 ②空調換気設備 

・空調方式 ：電気式ヒートポンプエアコン(オールダクト)＋床置ダクト型全熱交換器 

電気式ヒートポンプエアコン(個別室内機)＋全熱交換器 

ガスヒートポンプエアコン(オールダクト)＋床置ダクト型全熱交換器 

ガスヒートポンプエアコン(個別室内機)＋全熱交換器 

・換気設備 ：機械換気設備、自然換気設備 

 

 ③給排水衛生設備 

・給水設備 ：上水・中水（雨水利用）の２系統、加圧給水方式 

・給湯設備 ：個別給湯方式（電気温水器、ガス瞬間湯沸器） 

・排水設備 ：公共下水道へ放流 

・消火設備 ：屋内消火栓、消防水槽 

・給油設備 ：軽油（非常用発電用） 

・その他  ：雨水ろ過設備 等 



 

④都市ガス設備 

・用 途  ：火葬炉、ガスヒートポンプエアコン、ガス給湯器 

 

 ⑤火葬炉設備 

・火葬炉数 ：１２基 

・燃 料  ：都市ガス（常時）、ＬＰＧ（非常時） 

・その他  ：排ガス処理設備、通風設備 

 

（５）委託業務一覧 

業務名 業務内容 

火葬炉施設保守点検 火葬炉の保守業務 

電気工作物保守点検 自家用電気工作物の保守業務 

太陽光発電設備保守点検 太陽光発電機器の保守業務 

空調設備保守点検 空調機器の保守業務 

消防設備保守点検 火災報知機器等の保守業務 

受水槽保守点検 受水槽の保守業務 

警備業務 休場日及び夜間の警備業務 

電子レジスター保守点検 電子レジスターの保守業務 

清掃業務 斎場内の清掃業務 

調整池清掃管理業務 敷地内の調整池の清掃・管理業務 

樹木剪定 敷地内の樹木の剪定や除草業務 

自動ドア点検業務 斎場内の自動ドアの保守業務 

シャッター点検業務 斎場内の防火シャッター等保守業務 

廃棄物収集運搬業務 業務に伴い生じた廃棄物の運搬業務 

施設予約・運営システム保守業務 ハード・システムの保守業務 

     

 

 

 

 

 

 



（６）高崎市斎場管理運営事業収支（令和４年度～令和６年度） 

（単位:円） 

項  目 令和４年度(決算） 令和５年度(決算） 
令和６年度 

（決算見込み） 

収 入 指定管理料 146,342,023 147,083,333 154,083,333 

 そ の 他 353,741 329,366 361, 896 

 合   計 146,695,764 147,412,699 154,445,229 

支 出 人 件 費 70,166,663 79,486,309 81,521,453 

 事 務 費 4,920,634 5,268,162 5,627,465 

 事 業 費 47,584,727 38,978,101 47,410,140 

 委託管理費 18,466,696 19,379,641 20,962,488 

 役 務 費 745,360 745,360 197,560 

 合   計 141,884,080 143,857,573 155,719,106 

 

（７）高崎市斎場利用状況（令和４年度～令和６年度） 

                                 （単位:円）  

施  設 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

火葬炉 

市内 4,278 3,982 4,330 

市外 219 186 218 

合計 4,497 4,168 4,548 

式場 

市内 339 402 348 

市外 5 8 6 

合計 344 410 354 

待合室 

市内 4,070 3,890 4,235 

市外 109 110 138 

合計 4,179 4,000 4,373 

  ※休場日は、１月１日・２日及び友引の日  

 

（８）人員配置の概要 

令和６年度の管理運営は、管理業務３人、火葬業務１０人、待合業務３人の１６人体制 


